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別記６   

防油堤の細部審査基準 

第１ 防油堤の安定に関する審査  

防油堤の構造基準に基づく安定に関する審査は、第３に示す「防油堤の安定計算マニ

ュアル」により審査すること。 

  なお、土の内部摩擦角（φ）＝30º、土の摩擦係数（μ）＝0.5としたときの防油堤標

準形状例（表１）に適合するものにあっては、安定に関する審査をしなくてもよいもの

とする。 
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表１ 防油堤標準形状例 ∅＝30°、μ＝0.5のとき 
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第２ 防油堤の強度に関する審査  

防油堤の強度に関する審査は、防油堤の構造基準によるほか、次による場合は、強度

計算を要しないものとする。  

１ 目地  

(1) 防油堤が短形のものにあっては、その一辺について 20ｍごとに伸縮目地（最低

４箇所）を設けること。  

(2) 目地の間隔は、１～３ｃｍの範囲とすること。  

(3) 目地部分の施工方法は、例図のとおりとすること。この場合、止液板は、厚さ

0.5㎜以上の銅板を用い、コンクリートとの定着部分は、150㎜以上とすること。  

 

２ 配筋  

(1) 配筋は、復鉄筋構造であること。  

(2) 壁体及び基礎の配筋は、次によること。（例図参照）  

ア 防油堤の基礎及び壁体前面部分に用いる鉄筋は、主筋にあっては 13 ㎜以上、

配力筋にあっては、９㎜以上のものとし、その配筋間隔は、壁体前面部の主筋にあ

っては 300㎜以下、基礎部分の主筋にあっては 200㎜以下、壁体前面部及び基礎部

分の配力筋にあっては 300㎜以下であること。  

イ 防油堤壁体背部（タンク側）の主筋の間隔は、表２に適合しているものとし、配

力筋にあっては、アの配力筋の間隔と同じとすること。  
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 （注）この表の適用は、防油堤基礎の土かぶりが、0.4ｍ以下の場合に限る。 
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